
　　　2026年度　　わが社の運輸安全マネジメントの取り組み

実施期間　2026年度《2026年4月1日より2027年3月31日まで》

１．わが社の安全に関する基本方針
「安全第一、品質第二、効率第三」

２．わが社の事故防止のための安全方針
１. 安全の確保が事業経営の根幹であり、その重要性の意識付けを全従業員に

    周知徹底します。

２. 関係法令を遵守し、無理な運行はしない・させないを心がけ無事故に努めます。

３. 運輸安全マネジメントを全従業員が一丸となり確実に周知し継続的に輸送の

    安全向上に努めます。

３．社内への周知方法
「安全方針」を従業員に周知すると共に各営業所に掲示する。

４．安全方針に基づく目標
１.重大・人身事故ゼロ

２.納品先での事故ゼロ

３.法令遵守

５．目標達成のための計画
１.安全推進委員会の年間計画

２.安全教育・実車訓練・安全パトロールの計画

３.リスク動画軽減運動の実施

４.全営業所ミーティングの好事例横展開

６．わが社における安全に関する情報交換方法
１.安全推進委員会の開催

２.安全教育・実車訓練・安全パトロールの実施

３.安全モニタ全員視聴

４.メール等での情報共有

７．安全のための行動目標
１.AI搭載ドライブレコーダーのリスク動画を確認し振り返り改善をする

２.３つの安全行動を実践する

３.指差し呼称で周囲の安全を目視確認する



８．目標達成のための計画
１）乗務員の健康管理　

・定期健康診断結果に基く医療機関への受診勧奨

・睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査の結果フォロー

・脳ドック検査の検査結果フォロー

・心臓疾患スクリーニングの検査結果フォロー

・ストレスチェックの実施と職場環境の改善

２）個人のスキルアップ

　・エコドライブの実践

　・外部講習による教育を受講

　・実車訓練と定期的な面接を実施する　

　・運転適性診断結果を活用した定期面接指導

９．わが社の安全に関する目標達成状況
2025年度実績　　　重大事故災害件数　0件

１０．自動車事故報告規則第２条により規定する事故に関する統計

件数

0

0

0

0

0

0

0

0 　

0

0

　 死傷

 　車両故障

　 健康起因

 　その他

計

　 踏切

事故の種類

　 転覆

 　転落

　 衝突

 　火災



１１．輸送の安全に関する情報の伝達体制

１２．安全に関する教育及び研修の実施状況
１）年間の教育計画を作成する

２）統括運行管理者主導の安全教育を実施する

１３．行政処分の状況
2025年度　0件

営業所：　     　営業所

営業所長：　               


